
「
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
」
趣
旨
説
明

た

だ

い
ま

議

題

と

な

り

ま

し

た

「
予
防

接

種

法

及
び

新

型

イ

ン

フ
ル

エ
ン
ザ

予
防

接

種

に

よ

る
健

康

被

害

の
救

済

等

に

関

す

る
特

別

措

置

法

の

一
部

を

改

正
す

る
法

律

案

に
対

す

る
修

正

案

」

に

つ
き

ま

し

て
、

民
主

党

・
無

所

属

ク

ラ
ブ

を

代

表

し

て
、

そ

の
趣

旨

を

御

説

明

申

し

上
げ

ま

す

。

修

正

の
要

旨

は

、

予
防

接

種

法

及
び

新

型

イ

ン

フ
ル

エ
ン
ザ

予
防

接

種

に

よ

る
健

康

被

害

の
救

済

等

に

関

す

る
特

別

措

置

法

の

一
部

を

改

正

す

る
法

律

の
法

律

番

号

及
び

略

称

の
年

表

示

を

「
平

成

二
十

二
年

」

か

ら

「
平

成

二
十

三

年

」

に
改

め

る

こ
と

で
あ

り

ま

す

。

何

と
ぞ

委

員

各

位

の
御

賛

同

を

お

願

い
申

し

上
げ

ま

す

。



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱

予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
法
律
番
号
及
び
略
称
中

「平
成
二
十
二
年
」
を

「平
成
二
十
三
年
」
に
改
め
る
こ
と
。

（予
防
接
種
法
附
則
第
六
条

第

一
項
及
び
改
正
法
附
則
第
二
条
関
係
）



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

第

一
条
の
う
ち
予
防
接
種
法
附
則
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
附
則
第
六
条
第

一
項
中

「平
成
二
十
二
年
法
律
第

号
」
を

「平
成
二
十
三
年
法
律
第
　
　
　
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
中

「平
成
二
十
二
年
法
律
第
　
　
　
号
」
を

「平
成
二
十
三
年
法
律
第
　
　
　
号
」
に
、

「平
成
二
十
二
年
改

正
法
」
を

「平
成
二
十
三
年
改
正
法
」
に
改
め
る
。



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

新
旧
対
照
条
文

○
　
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一

（予
防
接
種
法
の

一
部
改
正
）

第

一
条
　
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（略
）

附
則
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
　
政
府
は
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る

健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成

コ
刊
劃
コ
孤
馴
ヨ
司
―
―
川
刊
）
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
を
限
り
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン

（感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
世
界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
つ
迫
し
、
又
は
ひ
つ
迫
す
る
お
そ

れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大

な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
製
造
販

売
業
者

（薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第

一
項

の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売

（同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

製
造
販
売
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

部
を
改
正
す
る
法
律
案
　
抄

（傍
線
部
分
は
修
正
部
分
）

（予
防
接
種
法
の

一
部
改
正
）

第

一
条
　
予
防
接
種
法

（昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（略
）

附
則
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
　
政
府
は
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る

健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成

ヨ
刊
刊
目
ヨ
馴
国
ヨ
ー
Ｉ
Ｊ
到
）
の
施
行
の
日
か
ら
五
年
間
を
限
り
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン

（感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
世
界
的
規
模
で
需
給
が
著
し
く
ひ
つ
迫
し
、
又
は
ひ
つ
迫
す
る
お
そ

れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
早
急
に
確
保
し
な
け
れ
ば
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大

な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
購
入
契
約
を
締
結
す
る
製
造
販

売
業
者

（薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第

一
項

の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売

（同
法
第
二
条
第
十

二
項
に
規
定
す
る

製
造
販
売
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
四
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ



り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の

（当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
予
防
接
種
に
よ
る
健

康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
当
該
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ

と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約

（以
下

「損
失
補

償
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

　

（略
）

附
　
則

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
）

第
三
条
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ

っ
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て

「感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第

一
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十

一
年
四
月
二
十
八
日
に
そ
の
発
生
に
係
る
情
報

を
公
表
し
た
も
の

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と

い
う
。
）
、
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第

六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の

発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

（特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）

の
う
ち
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第

一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法

（以
下

「改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
た
も
の
及
び
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後

り
同
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の

（当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
を
相
手
方
と
し
て
、
当
該
購
入
契
約
に
係
る

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
予
防
接
種
に
よ
る
健

康
被
害
に
係
る
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
損
失
そ
の
他
当
該
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
の
性
質
等
を
踏
ま
え
国
が
補
償
す
る
こ

と
が
必
要
な
損
失
を
政
府
が
補
償
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約

（以
下

「損
失
補

償
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

　

（略
）

附
　
則

（新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
係
る
定
期
の
予
防
接
種
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
あ

つ
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て

「感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第

一
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十

一
年
四
月
二
十
八
日
に
そ
の
発
生
に
係
る
情
報

を
公
表
し
た
も
の

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と

い
う
。
）
、
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第

六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の

発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

（特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）

の
う
ち
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第

一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接
種
法

（以
下

「改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
た
も
の
及
び
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後



に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該

当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の
う
ち
改
正
後
予
防
接
種
法

第
六
条
第

一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
た
も
の
に
係
る
改
正
後
予
防
接
種
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
に

つ
い
て
の
予
防
接
種
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
六

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
項
中

「イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
」
と
あ
る
の
は

「イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て

「感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第

一
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十

一
年
四
月
二
十
八
日
に
そ
の
発
生
に
係
る

情
報
を
公
表
し
た
も
の

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

」
と
い
う
。
）
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健

康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十

「
引
劇
馴
劇
劉
―
―
―
矧
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

一コ
洲
∃
刹
劃
ゴ
朝
四
期
日
」
と

い
う
。
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第
六

条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発

生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

（特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）
の

う
ち
Ⅵ
洲
「
珊
劃
∃
朝
四
劇
調
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
第
六

条
第

一
項
又
は
平
虚
∵
軍
些
量
■
堅
鼻
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接

種
法

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た

も
の
及
び
Ⅵ
翻
「
コ
当
∃
コ
四
Щ
洲
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施

行
後
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該

当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の
う
ち
改
正
後
予
防
接
種
法

第
六
条
第

一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
た
も
の
に
係
る
改
正
後
予
防
接
種
法
第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
に

つ
い
て
の
予
防
接
種
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
六

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
項
中

「イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
」
と
あ
る
の
は

「イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て

「感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
七
項
第

一
号
に
掲
げ
る
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
平
成
二
十

一
年
四
月
二
十
八
日
に
そ
の
発
生
に
係
る

情
報
を
公
表
し
た
も
の

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

」
と
い
う
。
）
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健

康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十

ヨ
引
劇
翻
囲
η
ｌ
ｌ
Ｊ
可

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

訥
コ
州
刊
「
刊
ｑ
司
コ
測
」
と

い
う
。
）
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
感
染
症
法
第
六

条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
そ
の
発

生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の

（特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
）
の

う
ち
羽
翻
「
コ
判
ゴ
馴
四
Ц
樹
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
予
防
接
種
法
第
六

条
第
一
項
又
は
剰
翻
「
コ
当
劃
馴
四
Щ
洲
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
予
防
接

種
法

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「改
正
後
予
防
接
種
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
三
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
た

も
の
及
び
刺
翻
「
コ
判
劇
靭
四
劇
日
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施

行
後
に
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症



に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の
う
ち
改
正
後
予
防
接

種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、

「同
項
」
と
あ
る
の

は

「新
法
第
二
条
第

一
項
」
と
す
る
。

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
感
染
症
法
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
が
そ
の
発
生
に
係
る
情
報
を
公
表
し
た
も
の
の
う
ち
改
正
後
予
防
接

種
法
第
六
条
第

一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
二
類
疾
病
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
た
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、

「同
項
」
と
あ
る
の

は

「新
法
第
三
条
第

一
項
」
と
す
る
。



予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ

ン
フ
ル

エ
ン
ザ

予
防
接
種

に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
等

に
関
す

る
特
別
措
置
法

の

一

部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
対
す

る
附
帯
決
議

（
案
）

政
府
は
、
本
法

の
施
行

に
当
た
り
、
次

の
事
項
に

つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
べ
き

で
あ
る
。

一
　

改
正
後

の
予
防
接
種
法
第
六
条
第

四
項

の
緊
急
時

に
お
け
る
国

の
ワ
ク
チ
ン
供
給
等

の
責
任
に

つ
い
て
の
規
定

を
踏
ま
え
、

新
型
イ
ン

フ
ル

エ
ン
ザ
発
生
時

に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
の
確
保
及
び
流
通

の
在
り
方

に

つ
い
て
は
、

ワ
ク
チ

ン
の
製
造
販
売
業

者
、
卸
売
販
売
業
者
等

の
意
見
を
十
分
に
踏
ま
え
、
従
来

の
流
通
慣
行

の
改
善
を
図

る

べ
く
検
討
し
、
結
論
を
得

る

こ
と
。

一
一　

損
失
補
償

に
係

る
規
定
は
、
国
内

で
の
ワ
ク
チ
ン
の
生
産
体
制

の
強
化
を
図

っ
た
上

で
、

そ
れ

で
も
な
お
国
産

ワ
ク
チ
ン

で
は
国
内

に
お
け
る
需
要
を
充
た
す

こ
と
が

で
き
な

い
場
合

に
初

め
て
そ
の
適

用
を
検
討
す

る
こ
と
。

〓
一　
改
正
法
附
則
第

六
条
第

二
項

の
緊
急
時

に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
確
保
等
に
関
す

る
関
係
者

の
役
割

の
在
り
方
等

に

つ
い
て
検

討
す

る
際

に
は
、
製
造
販
売
業
者

に
対
す

る
損
失
補
償

の
在
り
方

に

つ
い
て
も
検
討
す

る
こ
と
と
し
、
そ

の
場
合
に
お

い
て

は
、
国
産

ワ
ク
チ
ン
と
輸

入
ワ
ク
チ

ン
と

の
間

で
不
合
理
な
差
異
が
生
じ
な

い
よ
う
考
慮
す

る
こ
と
。

四
　

国
産

ワ
ク
チ
ン
の
供
給
力

の
強
化
を
図
る
た
め
、
生
産
体
制
強
化

の
補
助
事
業
が
進

み

、、
供
給
力
強
化

の
基
盤
整
備

が
進

展
し

つ
つ
あ
る
が
、
更
に
そ
の
充
実
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

五
　
改
正
法
附
則
第

六
条
第

一
項

の
検
討
規
定
を
踏
ま
え
、
予
防
接
種
法

の
対
象
と
な
る
疾
病

・
ワ
ク
チ
ン
、

予
防
接
種
に
関

す

る
評
価

の
在

り
方
な
ど

予
防
接
種
制
度
全
般

に

つ
い
て
検
討
し
、
早
急

に
結
論
を
得
る

こ
と
。




